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国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者（
自
営
業

な
ど
）で
、
次
の
事
情
に
よ
り
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
困
難
な
方
に
は
、
保
険
料
の
納

付
が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

▼
免
除
申
請（
全
額
・
半
額
）

　
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
で
収
入
が
少

な
く
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
は
、
申

請
書
を
提
出
し
承
認
さ
れ
た
場
合
、
保
険
料

の
全
額
ま
た
は
半
額（
半
額
の
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
必
要
）が
免
除
さ
れ
ま
す
。

▼
若
年
者
納
付
猶
予

　
就
職
が
困
難
あ
る
い
は
失
業
等
で
収
入
が

な
く
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
30
歳
未
満

の
方
は
、
申
請
書
を
提
出
し
承
認
さ
れ
た
場

合
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

○
い
ず
れ
の
申
請
も
毎
年
手
続
き
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

○
４
月
分
か
ら
６
月
分
ま
で
は
前
々
年
中
の

所
得
、
７
月
分
か
ら
翌
年
６
月
分
ま
で
は

前
年
中
の
所
得
を
基
準
に
審
査
し
ま
す
。

○
免
除
申
請
・
納
付
猶
予
の
承
認
は
平
成
18

年
７
月
ま
で
に
申
請
し
た
方
に
つ
い
て
は
、

要
件
に
該
当
し
た
場
合
、
平
成
17
年
４
月

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
承
認
さ
れ
ま
す
。

▼
学
生
納
付
特
例

　
学
生
本
人
の
所
得
が
118
万
円
以
下
で
あ
る

場
合
、
申
請
書
を
提
出
し
承
認
さ
れ
る
と
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し

毎
年
届
出
が
必
要
で
す
。

　
申
請
手
続
き
の
際
に
は
、
年
金
手
帳
・
印

か
ん（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は
不
要
）・
在

学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証（
コ
ピ
ー
可
）を
用

意
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
学
校
が
拡
大
し
ま
し
た

　
平
成
17
年
４
月
か
ら
全
て
の
各
種
学
校

（
１
年
以
上
の
課
程
に
在
籍
し
て
い
る
人

に
限
る
）が
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
追
納
に
つ
い
て

　
免
除
・
猶
予
の
制
度
を
受
け
た
期
間
の
保

険
料
は
10
年
以
内
な
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す（
こ
れ
を
追
納
と
い
い

ま
す
）。

　
追
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
老
齢
基
礎
年
金

の
年
金
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
３

年
目
以
降
追
納
す
る
場
合
は
、
当
時
の
保
険

料
に
加
算
金
が
つ
き
ま
す
の
で
、
早
め
の

「
追
納
」
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課
　
　
内
線
２
７
５

　
５
月
に
、
各
地
区
の
日
赤
協
賛
員（
区
長
）を
通

じ
て
、
各
家
庭
に
日
赤
社
資
募
金
を
お
願
い
し
た

と
こ
ろ
、
総
額
２
，８
７
９
，０
９
９
円
の
募
金
が

集
ま
り
ま
し
た
。
温
か
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い

た
だ
き
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
日
本
赤
十
字
社
で
は
、
い
た
だ
い
た
ご
厚
意
に

よ
り
、
災
害
救
護
や
献
血
、
国
際
救
護
事
業
、
救

急
法
等
の
講
習
、
社
会
福
祉
な
ど
の
活
動
を
積
極

的
に
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
大
磯
町
分
区
で
は
、
引

き
続
き
救
急
法
講
習
会
や
町
災
害

救
護
奉
仕
団
へ
の
助
成
な
ど
の
事

業
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
今
後
と
も
、
皆
様
の
温
か
い
ご

支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
日
本
赤
十
字
社
神
奈
川
県
支
部

　
大
磯
町
分
区（
福
祉
課
内
）　
　
内
線
３
０
３

　
町
で
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
方
に
、
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

見
舞
金
を
支
給
し
ま
す
。

○
対
象
者
　
４
月
１
日
現
在
、
町
内
に
住
所

を
有
し
、
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
方

○
支
給
方
法
　
見
舞
金
支
給
申
請（
申
請
書

は
総
務
課
に
用
意
）に
よ
り
支
給
し
ま
す
。

○
申
請
の
交
付
　
７
月
１
日（
金
）〜
８
月
12

日（
金
）

○
持
参
す
る
物
　
被
爆
者
健
康
手
帳
、
認
印
、

振
込
先
の
メ
モ

○
見
舞
金
の
額
　
６
，０
０
０
円

◎
問
い
合
わ
せ
　
総
務
課
　
　
内
線
２
１
３

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度

特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

原
子
爆
弾
被
爆
者
に

　
　
　
見
舞
金
を
支
給

日
本
赤
十
字
社
資
募
金
の
お
礼

　
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で
、
平
成

17
年
４
月
１
日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料
や
遺

族
年
金
等
を
受
け
る
方
が
い
な
い
場
合
に
、
第

八
回
特
別
弔
慰
金
と
し
て
額
面
40
万
円
、
10
年

償
還
の
記
名
国
債
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
ご
遺
族
は
次
の
順
番
に
よ
る
先

順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
で
す
。

１．

弔
慰
金
の
受
給
権
者

２．

戦
没
者
等
の
子

３．

戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し
て
お
り
、

か
つ
、
戦
没
者
等
と
氏
が
同
じ
で
あ
る
①
父

母
②
孫
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

４．

前
記
３
以
外
の
①
父
母
②
孫
　
③
祖
父
母

④
兄
弟
姉
妹

５．

前
記
１
か
ら
４
以
外
の
ご
遺
族
で
戦
没
者

等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
生
計

関
係
を
有
し
て
い
た
三
親
等
内
の
親
族

◎
請
求
窓
口
・
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課
　
　
内
線
３
０
３


